
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和２年１月世田谷

区規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第８条各号を次のように改める。 

 ⑴ 年次有給休暇 

⑵ 病気休暇 

 ⑶ 公民権行使等休暇 

 ⑷ 不妊治療のための休暇 

 ⑸ 妊娠出産休暇 

 ⑹ 妊娠症状対応休暇 

⑺ 母子保健健診休暇 

⑻ 妊婦通勤時間 

⑼ 育児時間 

 ⑽ 出産支援休暇 

 ⑾ 慶弔休暇 

⑿ 災害休暇 

⒀ 夏季休暇 

 ⒁ 子の看護等休暇 

 ⒂ 短期の介護休暇 

 第８条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、病気休暇に係る給与の減額の免除は、１会計年度当た 

り、病気休暇を開始する日から起算して当該会計年度任用職員の１週間の勤務日数、

１月の勤務日数又は１年間の勤務日数の区分に応じて別表第１に定める日数（同表 

において「有給日数」という。）を限度とする。 

第１６条中「別表に」を「別表第２に」に改める。 

第２３条第１項各号列記以外の部分中「２分の１日とし、第６号及び第７号に掲げ

る期間にあっては３分の１日」を「、２分の１日」に改め、同項中第６号及び第７号

を削り、第８号を第６号とし、第９号を第７号とし、同条第３項中「、部分休業によ

り勤務しない時間又は子育て部分休暇により勤務しない時間（第２４条において「部



分休業等により勤務しない時間」という。）」を削り、「第１項の換算した」を「同

項の換算した」に改める。 

第２３条の２第１項第６号中「部分休業」を「育児休業法第１９条第１項に規定す 

る部分休業（以下「部分休業」という。）」に改め、同項第７号中「子育て部分休暇」 

を「会計年度任用職員勤務時間規則第３２条の２第１項に規定する子育て部分休暇（

以下「子育て部分休暇」という。）」に、「在職した」を「勤務した」に改め、同条

第４項中「部分休業又は子育て部分休暇」を「部分休業、子育て部分休暇又は病気休

暇」に改める。 

第２４条中「部分休業等により勤務しない時間」を「私事欠勤等の取扱いを受けた

時間」に改める。 

別表を別表第２とし、同表の前に次の１表を加える。 

別表第１（第８条関係） 

１週間の

勤務日数 

１月の勤務日数 １年間の勤務日数 有給日数 

５日 １７日以上 ２１７日以上 １０日 

４日 １５日以上１６日以下 １６９日以上２１６日以下 ７日 

３日 １１日以上１４日以下 １２１日以上１６８日以下 ５日 

２日 ７日以上１０日以下 ７３日以上１２０日以下 ３日 

１日 ４日以上６日以下 ４８日以上７２日以下 １日 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


